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生活の話題

インターネットは大変便利ですが、携帯電話からインターネットを通じて出会い系サイトなどにアクセスし、事件
に巻き込まれる18歳未満の子どもたちが少なくありません。そこで国は、事業者などに、子どもが契約・使用する携
帯電話・ＰＨＳについてフィルタリングサービスの利用を原則とし、親権者の意思確認をするよう要請しました。こ
のサービスは、インターネット上の違法・有害サイトへのアクセスを制限し、子どもたちを犯罪から守ります。


